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4 2019（平成31年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月7日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月7日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 5月7日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月7日

　昨年の民法（相続法）改正で、今年1月13日
から作成する自筆証書遺言の方式が緩和され、
これまで遺言書の全文を本人が自書しなけれ
ばなりませんでしたが、添付する財産目録に
ついては、パソコンでの作成や、通帳のコピー
等が認められ、自書でなくてもよいとされま
した。ただし、各頁に署名押印は必要です。

ワンポイント 自筆証書遺言の方式緩和

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日　30日・国民の休日

日 月 火 水 木 金 土

さくら

	・	
	 7	

14	

21	

28	

	1	

	8	

15	

22	

29	

	2	

	9	

16	

23	

30	

	3	

10	

17	

24	

	・	

	 4	

11	

18	

25	

	・	

	 5	

12	

19	

26	

	・	

	 6	

13	

20	

27	

	・



４月号─2

　

こ
れ
ま
で
二
〇
一
五
年
、
二
〇
一

七
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
先
送
り
さ

れ
て
き
た
消
費
税
率
の
一
〇
％
へ
の

引
上
げ
と
軽
減
税
率
制
度
の
導
入
が
、

い
よ
い
よ
今
年
十
月
一
日
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。

　

軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
は
、
飲

食
料
品
の
取
扱
い
（
販
売
）
が
な
い

事
業
者
も
、
仕
入
れ
や
経
費
に
軽
減

税
率
対
象
品
目
が
出
て
き
ま
す
の
で
、

全
て
の
事
業
者
が
軽
減
税
率
の
対
応

を
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。

　

以
下
、
実
務
に
必
要
な
ポ
イ
ン
ト

を
改
め
て
整
理
し
て
み
ま
す
。

１　

軽
減
税
率
制
度

⑴　

制
度
の
概
要

　

今
年
十
月
一
日
以
降
に
行
う
飲
食

料
品
（
食
品
表
示
法
に
規
定
す
る
食

品
（
酒
類
を
除
く
。））
及
び
定
期
購

読
契
約
が
締
結
さ
れ
た
週
二
回
以
上

発
行
さ
れ
る
新
聞
を
対
象
品
目
と
し
、

税
率
は
八
％
（
国
分
六・二
四
％
、
地

方
分
一
・
七
六
％
）。
な
お
、
外
食
や

ケ
ー
タ
リ
ン
グ
等
は
対
象
に
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

⑵　

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
み
る
準
備
と

対
策

①　

ま
ず
実
施
す
る
こ
と

　
　

自
社
商
品
の
中
に
軽
減
税
率
の

対
象
品
目
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、

購
入
す
る
軽
減
税
率
対
象
商
品
は

あ
る
の
か
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

ま
た
、
仕
入
税
額
控
除
の
た
め
の

帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
記
載
事
項
、

納
税
事
務（
税
額
の
計
算
）な
ど
、

今
一
度
、
従
業
員
等
と
確
認
し
て

お
い
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

②　

十
月
一
日
用
の
準
備

　
　

レ
ジ
や
会
計
ソ
フ
ト
を
改
修
し

た
り
、
税
率
引
上
げ
後
の
値
段
を

決
め
、
値
札
を
貼
り
替
え
る
等
の

準
備
が
必
要
で
す
。

　
　

特
に
九
月
三
十
日
は
周
到
に
準

備
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

な
お
、
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度

の
実
施
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
修
正
費
用

の
税
務
上
の
取
扱
い
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
が
、
ソ
フ
ト

ウ
エ
ア
の
機
能
の
追
加
・
機
能
の
向

上
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

修
正
に
要
す
る
費
用
は
資
本
的
支
出

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
消
費
税
法
改
正
に
よ
る
軽

減
税
率
制
度
の
実
施
に
対
し
て
、
現

在
使
用
し
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の

効
用
を
維
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
な
機
能
の
追

加
・
機
能
の
向
上
等
に
は
該
当
せ
ず
、

修
正
に
要
す
る
費
用
は
、
修
繕
費
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
の

中
に
、
新
た
な
機
能
の
追
加
・
機
能

の
向
上
等
に
該
当
す
る
部
分
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
部
分
に

関
し
て
は
資
本
的
支
出
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。

⑶　

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導

入

　

二
〇
二
三
年
十
月
か
ら
、
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
方

式
）
が
導
入
さ
れ
ま
す
。「
登
録
を

受
け
た
課
税
事
業
者
」
が
交
付
す
る

適
格
請
求
書
又
は
適
格
簡
易
請
求
書

及
び
帳
簿
の
保
存
が
仕
入
税
額
控
除

の
要
件
と
さ
れ
ま
す
。

※　

適
格
請
求
書
の
記
載
事
項
は
、

発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号
、
取
引
年
月
日
、
取
引
の

内
容
（
軽
減
税
率
対
象
品
目
で
あ

る
場
合
は
そ
の
旨
の
記
載
を
含
む
）、

税
率
ご
と
に
合
計
し
た
対
価
の
額

及
び
適
用
税
率
、
消
費
税
額
等
、

交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名
又

は
名
称
で
す
。

　

な
お
、
免
税
事
業
者
は
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
に
は
な
れ
ま
せ

ん
。

⑷　

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
導
入

ま
で
の
経
過
措
置

　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
か
ら
二
〇

二
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
現
行

の
請
求
書
等
保
存
方
式
を
維
持
し
つ

つ
、
区
分
経
理
に
対
応
す
る
た
め
の

措
置
と
し
て
、
以
下
の
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

①　

区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式

（
請
求
書
等
に
「
軽
減
税
率
の
対

象
品
目
で
あ
る
旨
」、「
税
率
ご
と

に
合
計
し
た
対
価
の
額
」
を
加
え

た
も
の
）

②　

売
上
げ
又
は
仕
入
れ
を
税
率
ご

と
に
区
分
す
る
こ
と
が
困
難
な
事

改
正　消

費
税

税
率
の
引
上
げ
と

　軽
減
税
率
へ
の
対
応
策

改
正　消

費
税

税
率
の
引
上
げ
と

　軽
減
税
率
へ
の
対
応
策
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業
者
に
対
し
、
売
上
税
額
又
は
仕

入
税
額
の
計
算
の
特
例
が
設
け
ら

れ
ま
す
。

⑸　

免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
の

特
例
（
経
過
措
置
）

　

免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ

い
て
は
仕
入
税
額
控
除
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
が
、
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
の
導
入
後
六
年
間
は
、
免
税
事

業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
一
定

割
合
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

⑹　

軽
減
税
率
Ｑ
＆
Ａ

　

国
税
庁
で
は
、
制
度
の
周
知
等
を

図
る
た
め
、
軽
減
税
率
制
度
に
関
す

る
Ｑ
＆
Ａ
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
で
は
、
取
引
き
が
軽
減
税

率
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
リ
ベ
ー
ト
（
販
売
奨
励
金
）

に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
販
売
促
進

の
目
的
で
、課
税
資
産
の
販
売
数
量
、

販
売
高
等
に
応
じ
て
取
引
先
に
支
払

う
も
の
は
、「
売
上
げ
に
係
る
対
価

の
返
還
等
」
に
該
当
し
ま
す
。
そ
の

適
用
税
率
は
、
対
価
の
返
還
等
の
対

象
と
な
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の

内
容
に
応
じ
て
判
断
す
る
こ
と
と
な

り
、
そ
の
取
引
が
「
飲
食
料
品
の
譲

渡
」
で
あ
れ
ば
、
軽
減
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

会
社
内
や
事
業
所
内
に
あ
る
社
員

食
堂
で
提
供
す
る
食
事
は
、
そ
の
食

堂
に
お
い
て
社
員
や
職
員
に
飲
食
料

品
を
飲
食
さ
せ
る
役
務
の
提
供
を
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
食
事

の
提
供
」
に
該
当
し
、
軽
減
税
率
の

適
用
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利

用
し
た
通
信
販
売
で
あ
っ
て
も
、
販

売
す
る
商
品
が
「
飲
食
料
品
」
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、「
飲
食
料
品
の

譲
渡
」
に
該
当
し
、
軽
減
税
率
の
適

用
対
象
と
な
り
ま
す
。

２　

価
格
設
定
や
宣
伝
・
広
告
等

　

政
府
は
、
昨
年
十
一
月
二
十
八
日

に
「
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
価
格

設
定
に
つ
い
て
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」

を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
見
る
と
、
価
格
の
表
示

に
つ
い
て
は
、
総
額
表
示
（
税
込
表

示
）
を
原
則
と
し
つ
つ
、「
◯
◯
◯
円

（
税
抜
価
格
）」、「
◯
◯
◯
円
（
本
体

価
格
）」、「
◯
◯
◯
円
＋
税
」
と
い

っ
た
表
記
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
小
売
店
が
値
引
き
セ
ー
ル

等
を
開
催
す
る
際
の
宣
伝
・
広
告
に

関
す
る
規
制
と
し
て
は
、「
消
費
税
還

元
セ
ー
ル
」
や
「
当
店
が
消
費
税
を

負
担
し
て
い
ま
す
」、「
消
費
税
上
昇

分
値
引
き
し
ま
す
」
と
い
っ
た
消
費

税
と
直
接
関
連
し
た
形
で
の
宣
伝
等

を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
禁

止
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、「
十
月

一
日
以
降
二
％
値
下
げ
」
や
「
十
月

一
日
以
降
○
％
ポ
イ
ン
ト
付
与
」
と

い
っ
た
表
示
は
問
題
な
い
と
し
て
い

ま
す
（
左
図
参
照
）。

３　

国
の
支
援
策

　

軽
減
税
率
対
策
補
助
金
事
務
局

（
中
小
企
業
庁
）
で
は
、
軽
減
税
率

制
度
導
入
に
よ
り
複
数
税
率
へ
の
対

応
が
必
要
と
な
る
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
等
が
、
複
数
税
率
対
応
の

レ
ジ
の
導
入
や
、
受
発
注
シ
ス
テ
ム

の
改
修
な
ど
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
「
軽

減
税
率
対
策
補
助
金
」
に
よ
る
事
業

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
一
月
（
一
部
は
二
月
）
の
申

請
分
か
ら
は
、
制
度
が
大
幅
に
拡
充

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

主
な
も
の
で
は
、
レ
ジ
の
設
置
・

改
修
、
受
発
注
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等

に
要
す
る
経
費
の
補
助
率
を
原
則「
四

分
の
三
以
内
」（
三
万
円
未
満
の
レ

ジ
一
台
の
み
導
入
す
る
場
合
は
「
五

分
の
四
以
内
」）
に
引
き
上
げ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
事
業
者
間
取
引
に
お

け
る
請
求
書
等
の
作
成
に
対
応
す
る

受
発
注
・
請
求
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の

開
発
・
改
修
、
事
務
機
器
等
の
導
入

費
用
を
対
象
に
追
加
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
補
助
金
を
受
け
る
に
は
導

入
・
改
修
、
支
払
完
了
期
限
や
補
助

金
申
請
期
限
が
あ
り
ま
す
。

宣伝・広告に関する規制

「10月 1日以降◯％値下げ」などの
表示は問題ない

×禁止される表示

「消費税還元セール」など、
消費税と直接関連した
宣伝・広告は禁止

温泉宿泊プランが
10月 1日以降
◯％値下げ‼

◯禁止されない表示

10
月
１
日
以
降

◯
％
ポ
イ
ン
ト
付
与

消費税
還元セール
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　青色申告特別控除の控除額が、2020年
分以後の所得税から見直されます。
⑴　制度の内容
　事業所得または不動産所得のある方が青
色申告をしていると、青色申告特別控除の
適用を受けることができます。現行の青色
申告特別控除額は、取引を正規の簿記の原
則に従って記録している場合には65万円、
それ以外の場合は10万円とされています。
⑵　改正の内容
　この青色申告特別控除について、2018
年度税制改正において所得税の各種控除の
見直しが行われ、基礎控除を10万円引き上
げて48万円とすることを踏まえ、基礎控除
との合計額が改正前と同額になるよう調整
するため及び税務手続の電子化の促進のた
め見直しが行われました。
　具体的には、取引を正規の簿記の原則に

従い記録している場合の控除額が55万円
に引き下げられます。ただし、次のいずれ
かの要件を満たす場合には、従来どおりの
65万円控除を受けることができます。
①　その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘
定元帳について電磁的記録の備付け等を
行っていること（電子帳簿保存を利用し
ていること）
②　その年分の所得税の確定申告書、貸借
対照表及び損益計算書等の提出を、提出
期限までにe-Taxを使用して行うこと
　なお、電子帳簿保存を行うには、帳簿の
備付けを開始する日の３か月前の日までに
申請書を税務署に提出する必要があり、原
則として課税期間の途中から変更すること
はできません。ただし、2020年に限っては、
同年９月29日までに申請書を税務署に提
出して同年中に承認を受け、同年12月31
日までの間に仕訳帳及び総勘定元帳の電磁
的記録による備付け及び保存を行っていれ
ば、65万円の控除が受けられます。

 所得税
青色申告特別控除の見直し

　2021年12月31日までの間に、父母や
祖父母など直系尊属から贈与を受けて、居
住用の住宅の新築、取得等をした場合で、
受贈者が贈与を受けた年の１月１日時点で
20歳以上であるなど一定の要件を満たす
ときは、一定の非課税限度額までの金額に
ついて、贈与税が非課税となる特例（住宅
取得等資金の贈与税の特例）が設けられて
います。この特例は、住宅ローンの返済資
金の贈与を受けた場合にも適用することが
できるのでしょうか？
　この点、住宅取得等資金の贈与税の特例
は、居住の用に供する家屋の新築や取得・
増改築等の対価に充てるための金銭の贈与
を受けた場合に限られているものです。住
宅ローンを返済するための金銭はこれらに
該当しないため、返済資金の贈与を受けた
場合に非課税の特例を受けることはできま
せん。

住宅取得等資金の贈与税の特例
～住宅ローンの返済資金は？
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